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障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
厚
生
労
働
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

障
害
者
雇
用
率
の
算
定
特
例
の
対
象
と
な
る
事
業
協
同
組
合
等
の
追
加

１

事
業
協
同
組
合
等
（
障
害
者
雇
用
率
の
算
定
に
当
た
り
、
そ
の
組
合
員
た
る
事
業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
を
当
該
事

業
共
同
組
合
等
の
み
が
雇
用
す
る
労
働
者
と
み
な
す
等
の
特
例
の
対
象
と
な
る
組
合
を
い
う
。
）
に
、
障
害
者
の
雇
用

の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
有
限
責
任
事
業
組

合
（
以
下
こ
の
一
に
お
い
て
「
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
」
と
い
う
。
）
を
追
加
す
る
こ
と
。

２

特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
が
満
た
す
べ
き
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

中
小
企
業
者
又
は
小
規
模
の
事
業
者
の
み
が
そ
の
組
合
員
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

（一）

そ
の
組
合
員
た
る
事
業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
常
時
法
第
四
十
三
条
第
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

（二）
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

組
合
契
約
書
に
、
そ
の
存
続
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
に
更
新
し
な
い
旨
の
総
組
合
員
に
よ
る
決
定
が
な
い
限
り
当

（三）



該
存
続
期
間
が
更
新
さ
れ
る
旨
が
記
載
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

組
合
契
約
書
に
、
組
合
員
は
、
総
組
合
員
の
同
意
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
持
分
を
譲
り
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い

（四）
旨
が
記
載
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

組
合
契
約
書
に
、
業
務
執
行
の
決
定
が
、
総
組
合
員
の
同
意
又
は
総
組
合
員
の
過
半
数
若
し
く
は
こ
れ
を
上
回
る

（五）
割
合
以
上
の
多
数
決
に
よ
り
行
わ
れ
る
旨
が
記
載
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
経
営
的
基
礎
を
欠
く
等
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め

（六）
ら
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

３

特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
は
、
次
の
解
散
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
の
措
置
の
う
ち
、
当
該
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合

が
講
ず
る
こ
と
と
す
る
も
の
を
実
施
計
画
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
が
自
ら
雇
用
す
る
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
（

に
お
い
て
「
特
定
障
害
者
」
と
い

（一）

（二）

う
。
）
を
、
当
該
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
の
組
合
員
た
る
事
業
主
（

に
お
い
て
「
特
定
事
業
主
」
と
い
う
。
）

（二）

が
雇
用
す
る
こ
と
。

特
定
事
業
主
が
協
力
し
て
、
障
害
者
を
雇
用
す
る
意
思
が
あ
る
事
業
主
（
特
定
事
業
主
を
除
く
。
）
に
対
し
、
特

（二）



定
障
害
者
の
雇
入
れ
を
求
め
る
こ
と
そ
の
他
の
特
定
障
害
者
の
新
た
な
雇
用
の
機
会
の
提
供
を
行
う
こ
と
。

二

在
宅
就
業
支
援
団
体
の
登
録
等
に
関
す
る
事
項
の
見
直
し

１

法
第
七
十
四
条
の
三
第
二
項
の
在
宅
就
業
支
援
団
体
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
法
人
（
以
下
「
申
請
法
人
」

と
い
う
。
）
が
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
不
要
と

す
る
こ
と
。

申
請
法
人
の
役
員
の
略
歴

（一）

申
請
法
人
と
の
間
で
締
結
し
た
在
宅
就
業
契
約
に
基
づ
き
在
宅
就
業
障
害
者
が
実
施
す
る
物
品
製
造
等
業
務
の
種

（二）
類

在
宅
就
業
障
害
者
が
在
宅
就
業
を
行
う
場
所

（三）

在
宅
就
業
障
害
者
に
係
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要

（四）
２

法
第
七
十
四
条
の
三
第
四
項
第
三
号
に
お
い
て
、
管
理
者
の
専
任
の
要
件
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
規

定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

三

精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
勤
務
職
員
又
は
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
の
雇
用
義
務
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
当



た
っ
て
は
、
雇
入
れ
の
日
等
か
ら
の
期
間
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
一
人
を
も
っ
て
一
人
と
み
な
す
こ
と
。

四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
二

厚
生
労
働
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

第
一
の
一
の
改
正
に
伴
い
、
関
係
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。

第
三

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。




